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神
奈
川
県
内
に
お
い
て
、
「
オ
ビ
シ
ャ
」
と
い
う
射
戯
を
と
も
な
っ
た
儀
礼

が
み
ら
れ
る
が
、
と
く
に
茨
城
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
な
ど
で
は
、
こ
の
オ
ビ

シ
ャ
行
事
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。

オ
ビ
シ
ャ
と
い
う
の
は
、
「
民
俗
学
辞
典
」
で
は
「
競
技
」
の
項
で
、
「
弓
術

は
現
在
も
武
藝
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
農
民
の
間
で
は
早
く
か
ら
神

事
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
四
國
や
九
州
で
百
手
祭
、
諸
地
方
で
的

射
の
紳
事
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
た
い
て
い
少
年
が
射
手
に
な
っ
て
大
き
な
的

を
射
る
こ
と
で
あ
る
。
部
落
か
ら
代
表
者
が
出
て
、
あ
た
っ
た
村
が
紳
の
思
召

し
に
か
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
年
の
仕
合
せ
が
約
束
さ
れ
る
も
の
と
信
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
古
記
録
に
あ
る
賭
弓
の
御
式
と
い
う
の
も
こ
れ
と
同
様
で
、
朝

廷
や
京
都
を
中
心
と
し
た
紳
社
で
お
こ
な
い
、
射
手
が
左
右
に
分
れ
て
勝
負
を

争
っ
た
の
で
あ
る
。
弓
射
に
は
騎
射
と
歩
射
と
が
あ
り
、
前
者
は
流
鏑
馬
と
し

て
残
り
後
者
は
ビ
シ
ャ
の
名
で
村
々
の
祭
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
」
と
定
義
さ

（

１

）

れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
日
本
民
俗
事
典
』
で
は
、
「
弓
行
事
」
の
項
目
で
、
「
弓

オ
ビ
シ
ャ
行
事
を
め
ぐ
る
諸
問
題

ｌ
関
東
地
方
に
お
け
る
事
例
を
中
心
に
Ｉ

は
じ
め
に

鈴

木

通

大

で
的
を
射
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
意
の
い
か
に
あ
る
か
を
占
う
神
事
。
馬
で
駈

け
な
が
ら
射
る
流
鏑
馬
と
、
歩
射
す
な
わ
ち
か
ち
弓
の
二
種
が
あ
る
」
と
定
義

し
、
「
庶
民
の
間
で
は
、
馬
を
用
い
な
い
歩
射
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
、
こ
の
方
が
、

流
鏑
馬
よ
り
は
一
段
と
古
風
な
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

（

２

）

一
般
的
に
は
こ
の
説
が
踏
襲
さ
れ
て
き
て
お
り
、
し
か
も
、
弓
を
射
る
目
的
は

神
意
を
占
う
こ
と
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
、
そ
う
し
た
説
に
対
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研

究

小

史

ｌ

問

題

の

所

在

ｌ

こ
こ
で
は
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
関
す
る
研
究
の
成
果
を
取
り
上
げ
、
紹
介
す

る
と
同
時
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
た
い
。

萩
原
法
子
は
、
弓
を
射
る
目
的
が
神
意
を
占
う
こ
と
が
定
説
に
な
っ
て
い
る

が
、
全
国
の
神
事
を
調
べ
て
み
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
占
い
と
い
う
解
釈
が
当

て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
通
説
の
再
検
討
を
試
み
て
い
る
（
萩
原
、
一

九
九
三
）
。
そ
こ
で
、
各
地
の
事
例
に
あ
た
り
、
１
’
－
－
ク
な
視
点
に
立
っ
て
、

微
細
に
考
察
し
て
い
る
。
萩
原
は
、
的
が
何
が
何
で
も
射
破
る
べ
き
性
質
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
三
本
足
の
烏
や
兎
を
射
る
こ
と
に
眼
目
し
、
そ
こ
か
ら
、
三

本
足
の
烏
と
兎
は
太
陽
と
月
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
日

本
の
祭
り
に
あ
ら
わ
れ
た
三
本
足
の
烏
や
兎
、
中
国
の
射
日
神
話
、
烏
羽
市
神

島
の
ゲ
ー
タ
ー
祭
の
意
味
な
ど
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
踏
ん

で
、
的
が
太
陽
と
思
わ
れ
る
事
例
を
あ
げ
て
、
オ
ビ
シ
ャ
の
原
初
的
意
味
を
希

求
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

「
オ
ビ
シ
ャ
の
名
称
は
、
騎
射
・
ヤ
ブ
サ
メ
に
対
す
る
歩
射
か
誰
っ
て
ビ
シ
ャ

に
な
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
村
々
に
行
わ
れ
て
い
る

し
て
異
論
が
出
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
関
東
地
方
に
お
け
る
オ
ビ
シ
ャ
行
事

の
事
例
を
分
析
し
て
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
オ
ビ
シ
ャ
行
事
」
と
は
、
オ
ピ
シ
ャ
、
マ
ト
ー
、

マ
ト
イ
、
オ
ビ
シ
ャ
、
ビ
シ
ャ
、
モ
モ
テ
、
ユ
ミ
ギ
ト
ウ
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
の
総
称
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

ヤ
ブ
サ
メ
と
呼
ぶ
行
事
を
見
る
と
、
馬
に
乗
っ
て
射
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
座
し

て
、
あ
る
い
は
立
っ
て
射
る
歩
射
の
も
の
も
多
い
。
（
中
略
）
大
き
な
神
社
で

の
ヤ
ブ
サ
メ
は
一
般
的
に
い
わ
れ
る
騎
射
で
あ
ろ
う
が
、
村
々
で
の
ヤ
ブ
サ
メ

は
内
容
的
に
も
オ
ビ
シ
ャ
と
の
違
い
が
み
ら
れ
な
い
。
オ
ビ
シ
ャ
が
ヤ
ブ
サ
メ

に
対
す
る
名
称
で
あ
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。
大
体
、
ヤ
ブ
サ
メ
の
方
が
歩

射
よ
り
も
後
か
ら
で
あ
ろ
う
。
呼
称
は
、
射
る
形
式
か
ら
で
は
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
ビ
シ
ャ
は
年
頭
に
当
っ
て
の
村
中
で
一
番
大
切
な
、
厳
し
い
物
忌
を

伴
っ
神
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
神
事
の
内
容
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ビ
シ
ャ
は
そ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
漢
字
を
当
て
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
射

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
歩
射
の
呼
称
そ
の
も
の
の
初
出
は
不
明
だ
が
、
中
世

に
は
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
頃
、
も
う
本
来
の
意
味
が
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
い
て
、
歩
射
、
奉
射
、
毘
射
、
非
射
、
飛
射
、
武
射
、
舞
射

な
ど
の
漢
字
を
当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

オ
ビ
シ
ャ
を
含
め
た
正
月
の
弓
行
事
は
、
初
発
の
段
階
で
は
年
頭
に
当
っ
て

の
太
陽
の
活
性
化
を
は
か
り
、
村
の
時
間
と
秩
序
の
更
進
を
目
的
と
し
た
も
の

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
年
占
い
の
要
素
な
ど
は
二
次
的
な
派
生
と
考
え
る
。

ま
た
、
当
然
狩
猟
儀
礼
に
淵
源
す
る
弓
祭
も
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
と

は
ま
た
別
の
テ
ー
マ
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
」
（
同
書
、
五
八
’

五
九
頁
）
と
言
及
し
、
オ
ビ
シ
ャ
の
太
陽
新
生
説
を
展
開
し
て
い
る
。

柏
村
祐
司
は
、
栃
木
県
各
地
に
お
け
る
歩
射
の
事
例
報
告
を
し
、
歩
射
の
意

味
を
考
察
す
る
と
同
時
に
萩
原
法
子
の
太
陽
新
生
説
を
検
証
し
て
い
る
（
柏
村
、

一
九
九
三
）
。
そ
の
結
果
、
栃
木
県
内
の
一
六
例
を
報
告
か
ら
、
次
の
よ
う
な

－2－



点
を
指
摘
し
て
い
る
。
歩
射
の
実
施
時
期
は
、
実
施
日
よ
り
も
年
頭
と
い
う
時

期
に
意
味
合
い
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
実
施
時
間
は
全
て
が
午
前
中
で
あ

り
、
と
く
に
早
朝
、
日
の
出
頃
に
行
な
う
所
が
多
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

年
頭
と
日
の
出
に
共
通
す
る
意
味
と
し
て
、
太
陽
が
問
題
に
な
る
こ
と
を
推
察

し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
射
手
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
に
真
っ
先
に
弓
を
射
ら
せ
る
グ
ル
ー

プ
、
も
う
ひ
と
つ
に
子
ど
も
、
そ
れ
も
七
歳
以
下
の
男
の
子
を
射
手
と
す
る
グ

ル
ー
プ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
歩
射
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

的
の
形
態
・
描
写
等
か
ら
窺
え
る
も
の
、
歩
射
に
ま
つ
わ
る
俗
信
等
か
ら
窺
え

る
も
の
、
的
の
描
写
・
歩
射
に
ま
つ
わ
る
俗
信
等
の
奥
底
に
潜
む
も
の
、
と
い

う
三
視
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
分
析
を
と
お
し
て
、
「
歩
射
は
、
的
占
い
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ

る
も
の
で
な
く
、
願
い
達
成
を
込
め
た
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
的
は
、
単
な
る
占
い
を
す
る
た
め
の
道
具
で

は
な
く
、
一
つ
は
鬼
を
象
徴
し
た
も
の
、
も
う
一
つ
は
太
陽
を
象
徴
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
太
陽
を
象
徴
し
た
も
の
か
ら
は
、
太
陽
の
蘇
り
を

期
待
し
た
も
の
が
連
想
さ
れ
る
」
（
同
書
、
九
五
頁
）
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
歩
射
の
本
来
の
意
味
は
、
太
陽
の
蘇
り
を
期
待
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
魔
よ
け
の
意
味
が
位
置
付
け
ら
れ
る
の
は
、
的
の
形

態
・
描
写
記
及
び
地
元
で
伝
承
さ
れ
る
内
容
、
つ
ま
り
表
面
的
な
こ
と
か
ら
判

断
さ
れ
る
も
の
で
短
絡
的
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
太
陽
の
蘇
り
を
期
待
す

る
意
味
合
い
は
、
歩
射
の
実
施
時
期
・
時
間
、
射
手
の
問
題
か
ら
も
十
分
窺
え

る
。
弓
を
射
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
純
に
考
え
れ
ば
、
悪
い
も
の
を
退
治
す
る

も
の
と
連
想
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
的
を
鬼
に
見
立
て
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
的
に
向
か
っ
て
弓
を
射
る
行
為
は
魔
よ
け
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
理
解
の
し
に
く
い
歩
射
本
来
の
意
味
で
あ
る

太
陽
の
蘇
り
に
対
す
る
期
待
は
、
表
面
上
か
ら
姿
を
消
し
、
実
施
時
期
、
実
施

時
間
、
射
手
等
、
歩
射
の
意
味
に
つ
い
て
間
接
的
に
示
唆
す
る
も
の
は
周
辺
部

に
残
り
、
ま
た
、
的
の
形
態
・
描
写
、
歩
射
に
ま
つ
わ
る
俗
信
等
、
歩
射
の
意

味
を
直
接
的
に
説
明
す
る
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
奥
底
に
潜
ん
で
し
ま
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
同
書
、
九
六
－
九
七
頁
）
と
解
釈
し
て
い
る
。

最
後
に
、
「
本
県
（
栃
木
県
）
に
お
け
る
歩
射
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
従
来
、

魔
よ
け
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
今
回
の
調
査
に
よ
る
と
太
陽
の
蘇
り
を
期
待

す
る
こ
と
も
読
み
取
れ
た
。
む
し
ろ
、
太
陽
の
蘇
り
を
期
待
し
た
も
の
が
、
本

来
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
萩
原
法
子
氏
の
説

で
あ
る
「
太
陽
新
生
」
説
を
検
証
し
た
結
果
と
な
っ
た
」
（
同
書
、
九
七
頁
）

と
ま
と
め
て
い
る
。

鈴
木
満
男
は
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
を
年
中
行
事
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
生
業
や
社

会
組
織
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、
野
田
市
本
郷
と
い
う
一
定
地
域
の
イ
ン

テ
ン
シ
ブ
な
調
査
を
試
み
て
い
る
（
鈴
木
、
一
九
六
七
）
。
そ
の
結
果
、
香
取

神
社
の
オ
ビ
シ
ャ
は
ム
ラ
の
年
頭
・
冬
行
事
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
さ
ら
に
そ
の
特
徴
と
し
て
、
①
行
事
内
容
に
お
け
る
射
礼
、
②
祭
祀
組

織
に
お
け
る
双
分
的
特
徴
、
ま
た
行
事
の
担
い
方
に
お
い
て
、
③
戸
主
集
団
で

あ
る
こ
と
、
④
男
性
で
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。
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長
島
保
は
、
東
京
都
大
田
区
東
六
郷
、
下
丸
子
と
県
下
の
川
崎
市
中
原
区

上
丸
子
、
多
摩
区
長
尾
、
菅
、
麻
生
区
、
高
石
、
宮
前
区
平
の
多
摩
川
沿
い
に

お
け
る
七
ヶ
所
の
歩
射
行
事
に
つ
い
て
、
各
事
例
を
比
較
分
析
し
て
、
考
察
し

て
い
る
（
長
島
、
一
九
七
五
）
。
そ
の
結
果
、
多
摩
川
筋
の
歩
射
行
事
は
、
ほ

と
ん
ど
が
正
月
一
五
日
ま
で
の
間
に
集
中
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
「
こ
れ
ら

歩
射
行
事
は
い
ず
れ
も
新
春
に
、
そ
の
年
の
農
事
と
生
活
の
安
寧
を
神
に
伺
う

年
占
の
行
事
で
あ
っ
た
」
（
同
書
、
三
○
頁
）
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
こ
の

歩
射
行
事
は
〃
弓
矢
“
を
用
い
て
“
的
”
や
鬼
門
を
射
抜
き
、
そ
の
年
の
豊
作

や
平
穏
無
事
を
祈
る
と
い
う
点
で
、
ほ
ぼ
共
有
し
た
も
の
を
有
し
て
い
る
反
面
、

的
の
つ
く
り
方
や
弓
の
素
材
、
矢
を
射
る
所
作
な
ど
に
は
、
土
地
に
よ
り
か
な

り
の
ち
が
い
が
見
受
け
ら
れ
る
」
（
同
書
、
三
○
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
論
文
で
は
、
と
く
に
行
事
の
持
続
と
変
化
に
つ
い
て
、
踏
み
込

ん
で
い
る
。
都
市
化
の
波
は
、
農
村
部
を
工
場
地
や
住
宅
地
に
変
貌
さ
せ
、
行

事
の
継
承
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
材
料
で
あ
る
茅
な
ど
が
入
手

不
可
能
と
な
っ
た
り
、
行
事
を
支
え
て
き
た
組
織
が
崩
壊
し
始
め
て
い
る
こ
と

も
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
埼
玉
県
や
千
葉
県
流
山
市
で
は
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
悉
皆
調
査
が
実

施
さ
れ
、
そ
の
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
で
は
、
国
の
補
助
を
受

け
て
こ
の
行
事
の
実
態
を
調
査
し
た
結
果
、
三
六
市
町
村
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事

（
二
七
二
件
）
を
確
認
し
て
、
そ
の
概
要
を
報
告
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

行
事
の
う
ち
、
特
色
あ
る
も
の
や
衰
退
・
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
も
の
を

八
地
区
選
択
し
て
、
詳
細
報
告
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
点
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

①
オ
ビ
シ
ャ
行
事
が
濃
厚
に
分
布
し
て
い
る
地
域
は
県
東
南
部
地
方
の
農

村

地

帯

で

あ

る

こ

と

。

②
県
北
部
や
東
部
の
児
玉
地
方
お
よ
び
比
企
地
方
に
は
全
く
見
あ
た
ら
な

い

こ

と

。

③
秩
父
地
方
で
は
、
「
天
気
占
い
」
と
い
っ
た
名
称
の
的
射
行
事
が
数
ヶ

所
で
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
。

④
オ
ビ
シ
ャ
行
事
は
、
農
村
地
帯
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
年
頭
や
春
先
の

一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
的
射
を
伴
っ
年
占
や
予
祝
祭
的
な
要
素
を
も
っ

て
い
る
地
区
が
多
い
こ
と
。

⑤
一
○
月
や
二
月
に
行
わ
れ
、
収
穫
し
た
米
で
甘
酒
を
作
り
、
高
盛
の

小
豆
飯
を
食
べ
る
地
区
が
多
い
こ
と
。

⑥
こ
う
い
う
地
区
で
は
、
的
射
を
行
わ
ず
収
穫
的
色
彩
が
強
い
祭
り
で
あ

る

こ

と

。

⑦
初
午
行
事
と
一
体
化
し
て
い
る
地
区
で
は
、
二
月
初
午
や
三
月
初
午
に

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

。

⑧
年
占
的
な
的
射
行
事
を
実
施
し
て
い
る
地
区
が
四
七
ヶ
所
あ
る
こ
と
。

⑨
人
生
儀
礼
の
要
素
を
伴
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
地
区
が
多

い

こ

と

。

~
⑩
菜
な
ど
の
特
別
な
飾
り
物
や
鯉
や
鮒
な
ど
を
重
用
し
て
い
る
神
饅
物
が

み

ら

れ

る

こ

と

。

一
方
、
千
葉
県
流
山
市
で
は
、
市
内
で
行
わ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
、
か
つ
て
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行
わ
れ
て
い
た
、
三
八
ケ
所
の
オ
ビ
シ
ャ
と
祭
り
の
調
査
報
告
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
井
上
正
敏
の
「
オ
ビ
シ
ャ
に
つ
い
て
」
と
小
川
浩
の
「
流
山
地
方
の
オ
ビ

シ
ャ
」
と
い
う
二
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
流
山
市
の
南
部
地
域

を
中
心
に
、
後
者
は
北
部
地
域
を
中
心
に
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
つ
い
て
ま
と
め
て

い
る
Ｏ

神
奈
川
県
内
の
歩
射
行
事
に
つ
い
て
は
、
永
田
衡
吉
、
中
村
亮
雄
な
ど
の
報

告
や
研
究
が
あ
る
。

永
田
は
、
本
県
の
歩
射
行
事
を
整
理
し
て
、
ど
の
行
事
も
破
魔
を
目
的
と
し
、

年
占
も
兼
ね
て
い
る
こ
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
県
の
歩
射
行
事
に
共

通
し
て
い
る
特
徴
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
（
永
田
、
一
九
六
六
、
五
頁
）

を
指
摘
し
て
い
る
。

①
特
殊
地
区
か
ら
採
取
し
た
竹
・
葦
・
草
類
で
的
を
つ
く
る
。

②
的
に
〃
鬼
“
字
、
ま
た
は
鬼
の
象
形
を
描
く
。

②
的
に
〃
鬼
“
字
、
ま
た
は
鬼
（

④
射
手
は
、
お
お
か
た
Ｆ
童
で
あ
る
。

⑤
行
事
の
の
ち
、
的
や
矢
を
厄
病
除
け
・
豊
穣
祈
願
・
悪
魔
除
け
な
ど
の

御
守
り
と
し
て
家
々
で
保
管
さ
れ
る
。

⑥
司
祭
者
は
宮
司
で
な
く
、
旧
社
家
社
人
な
ど
が
宮
座
式
組
織
に
よ
っ
て

執

行

す

る

処

が

多

い

。

⑦
祭
期
は
正
月
に
固
定
す
る
。
例
外
は
近
年
の
改
暦
で
あ
る
。

中
村
に
は
、
川
崎
市
内
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
を
ま
と
め
た
「
川
崎
市
内
の
的
祭
」

（
一
九
六
六
）
と
、
川
崎
市
中
原
区
中
丸
子
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
つ
い
て
報
告

③
呪
力
あ
る
特
殊
な
矢
を
用
う
。

事
例
①
茨
城
県
龍
ヶ
崎
市
馴
馬
で
は
、
旧
暦
一
月
一
二
日
に
オ
ビ
シ
ャ
（
オ

ピ
シ
ャ
）
の
行
事
を
行
っ
て
い
た
が
、
近
年
は
一
月
一
五
日
の
成
人
の
日
に
な
っ

て
い
る
。
オ
ビ
シ
ャ
の
祭
り
は
、
各
ツ
ボ
で
行
っ
て
い
る
。
下
宿
の
ツ
ボ
で
は
、

祭
り
の
当
日
、
神
明
様
の
注
連
縄
を
張
り
替
え
て
、
新
し
い
も
の
に
す
る
。
そ

（

３

）

し
て
、
ニ
ワ
ト
コ
の
木
で
弓
矢
を
作
り
、
篠
竹
と
半
紙
で
的
を
作
る
。
的
は
、

二
つ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
日
天
、
月
天
と
書
い
て
あ
る
。
弓
で
的
を
射
る
の
は
、
ヤ

ド
に
当
た
っ
て
い
る
家
、
ウ
ワ
ト
ウ
、
シ
タ
ト
ウ
の
三
軒
で
あ
る
。
矢
が
的
に

当
た
れ
ば
、
豊
作
で
あ
る
。
ヤ
ド
の
家
で
は
、
雄
と
雌
の
亀
と
松
竹
梅
の
上
に

オ

ビ

シ

ャ

行

事

の

諸

相

こ
こ
で
は
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
様
相
を
把
握
す
る
た
め
に
、
茨
城
県
、
栃
木

県
、
千
葉
県
、
埼
玉
県
、
東
京
都
お
よ
び
県
下
の
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
す
る

と
同
時
に
、
そ
の
特
徴
な
ど
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

し
た
「
中
丸
子
の
オ
ビ
シ
ャ
に
つ
い
て
」
（
一
九
六
九
）
が
あ
る
。

前
者
は
、
中
原
区
上
丸
子
、
宮
前
区
平
、
多
摩
区
長
尾
、
同
区
菅
、
麻
生
区

高
石
の
五
ヶ
所
の
的
祭
Ⅱ
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
つ
い
て
名
称
、
日
時
、
伝
来
、

祭
祀
組
織
、
用
具
、
神
饒
、
行
事
の
実
際
な
ど
を
調
査
し
て
、
市
内
の
こ
れ
ら

の
行
事
を
総
括
し
て
い
る
。

ま
た
、
後
者
は
久
し
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
中
丸
子
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
が
一
九

六
九
年
に
行
わ
れ
た
時
の
調
査
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
オ
ビ
シ
ャ
行

事
の
特
徴
は
、
弓
を
射
る
行
事
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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ヤドの順番 供 物 ビシャ田の有無 弓射の有無 的・弓矢の材料 備 考

大根で鶴亀の

作 り 物
回り番 ○ ニワトコの木 藁で作った酒樽を烏居に吊るす

大根で鶴亀

松竹梅

木
矢

地
で

ト
竹

ワニ
篠

○回り番 日天・月天の的、オド渡し

蓬莱山

焼鮒・松葉
カツブシ（鰹節）

氏子帳（連名帳)、鬼の的、オ

ド渡し

ウシコロシの木
篠竹で矢

○回り番

回り番 (メンデン田）

秋の収穫を祝うと日時に子ども

の氏子入り
回り番

回り番 ピシャ田 トウヮタシ

トウヤの入口に幟を立てる「男
山」と書いた藁の酒。樽的にウ
サギとカラス

鶴

作

亀

り

の
物

○ 篠 竹回り番 ビシャ田

男女の人形
膳椀

オハコ（オニツキ）

回り番

(ライトウを
くじで決める）

篠竹で的・

弓矢をつくる
共有田 ○

篠竹で的・
弓矢をつくる

○回り番 赤 飯 テントウ廻りメンデン

黒丸の回りに二重に円

オドウワタシ

鶴

作

亀

り

の
物

篠竹で的・
弓矢をつくる

○回り番

昔はウッギの木

現在､篠竹和勺・

弓矢をつくる

水 神

メンデン

オトウヮタシ

セ献
鮒二匹 ○回り番

右廻り

家並順
とろろ芋

八坂神社の掛軸。料亭で行なう回り番

昔は3日間家並順

参加している

家の家並順
料理屋が会場

かって弓射があった。公民館で

行なう
○回り番 赤 飯 メンデン
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表一龍ケ崎にみられるオビシャ行事

地域 氏神 祭礼日 オピシャの有無 名称 構成単位 ヤドの名称オビシャの期日

星宮神社

（星神社）

チョウナイ

（ツボ）

トウバシ

ト ウヤ
若 柴 4月13日 ○ 1月15日オピシャ

4月13日

以降の申の日

1月15日

(かってば旧1月21日）
馴 馬 日枝神社 ○ オピシャ ソ ボ ヤ ド

／

ｒ

、

オ

オ

ド
ウ
ド
ウ

ヤ
列
ヤ
ド

コ
ウ
ナ
タ

ト
く
ン
シ

ｊ

Ｊ

別 所 鹿島神社 1月15日 ○ オピシャ 1月15日 ム ラ

口口
当番ツボ

トウヤッボ
大 塚 御嶽神社 10月10B × ト ウヤ

口口
猿田彦

神 社

10月10B

(かってば9月19日）

アタリヤ

トウバン
板 橋 × ツ ボ

10月15日に

近い日曜日
上塗戸 鹿島神社 ○ 1月2()日オピシャ トウヤッボ トウヤ

春1月15日

秋11月23日

1月15日

(かつては1月20日）

オピシャ

春祭り
下塗戸 熊野神社 ○ ツ ボ ト ウヤ

2月20．21日

(加てlilM'21B)

2月20日。

21日

ツボ

(オビャ組）
上佐沼 大杉神社 ○ オピシャ ヤ ト

日

日

６

６

１

１

月

月

３

９

春

秋

ジョゥバン

ヵバン
北方町 王子神社 ○ 1月16日オピシャ ツ ボ

内村坪

春正月20日
秋10月19日

（川原代）

道仙田ツボ

内村坪

1月20B
水神様 ○ オピシャ ツ ボ ヤ ド

(川原代）

砂波ツボ

当番の家

ヤ ド
水神様 1月19日 ○ 1月19日オピシャ ツ ボ

(旧龍ケ崎町）

田 町

7月25日・

26日・27日

葬式組の

単 位

オピシャ

(奉仕講）
八坂神社 ○ 1月15日 ヤ ド

(旧龍ケ崎町）

上町辻

ヤ ド

トウヤ
○ 1月20日オピシャ 加入制

〃 〃

(旧龍ケ崎町）

米 町

カミ 1月14日

シモ1月15日

講員は昔か

らの古い家

宿

宿

上

下
○ オピシャﾉノ ノノ

(旧龍ケ崎町）

新 町

オピシャ

(奉仕講）
○ 1月15日 ヤ ト

〃 〃〃~~

(旧龍ケ崎町）

高 砂

春正月20日

秋旧9月19日
別雷神社 ○ 1月20日オピシャ ト ウヤ
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折
鶴
を
挿
し
た
も
の
を
供
物
と
し
て
作
る
。
亀
の
本
体
は
大
根
で
、
雄
の
足
は

牛
葵
、
雌
の
足
は
人
参
で
作
る
。
最
近
は
、
大
根
を
あ
ま
り
栽
培
し
な
く
な
っ

た
の
で
、
亀
を
作
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ビ
シ
ャ
の
的
に
、
烏
や
兎

の
絵
柄
を
用
い
る
ツ
ボ
も
あ
る
。

（

４

）

事
例
②
茨
城
県
龍
ヶ
崎
市
下
塗
戸
で
は
、
オ
ビ
シ
ャ
と
か
オ
ピ
シ
ャ
と
い
い
、

か
っ
て
は
一
月
二
○
日
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
成
人
の
日
で
あ
る
一
五
日
に
熊

野
神
社
で
行
な
っ
て
い
る
。
的
は
篠
竹
の
先
の
方
か
ら
丸
め
て
、
そ
こ
に
半
紙

を
貼
り
、
ウ
サ
ギ
や
烏
の
絵
を
描
く
。
矢
は
篠
竹
で
五
、
六
本
つ
く
り
、
弓
は

篠
竹
に
麻
紐
を
張
っ
て
つ
く
る
。
こ
の
仕
事
は
、
当
番
に
当
た
っ
た
ツ
ボ
の
者

が
し
た
。
ウ
サ
ギ
や
烏
を
描
く
の
は
、
農
作
物
を
害
す
る
動
物
だ
か
ら
と
い
っ

て
い
る
。
弓
を
射
る
の
は
、
各
ツ
ボ
か
ら
三
名
ず
つ
の
代
表
者
が
出
て
、
動
物

に
命
中
す
る
よ
う
に
と
近
く
か
ら
射
る
。
オ
ビ
シ
ャ
に
使
用
し
た
弓
・
矢
な
ど

は
子
ど
も
た
ち
に
あ
げ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
社
殿
の
裏
な
ど
に
捨
て
て
い
る
。

こ
の
オ
ビ
シ
ャ
の
神
事
が
終
る
と
、
氏
子
が
一
人
ず
つ
、
拝
殿
の
前
に
出
て
お

詣
り
を
し
た
Ｏ

（

５

）

事
例
③
茨
城
県
龍
ヶ
崎
市
大
徳
町
上
佐
沼
で
は
、
二
月
二
一
日
に
大
杉
神
社

で
行
な
っ
て
い
る
。
昔
は
一
月
二
一
日
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
日
、
当
番
シ

（

６

）

ボ
で
は
他
の
ツ
ボ
の
協
力
を
得
て
、
オ
ビ
シ
ャ
に
用
い
る
弓
・
矢
・
的
、
注
連

縄
な
ど
を
つ
く
る
。
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
人
び
と
は
そ
の
晩
に
招
待
し
て
ご
馳

走
す
る
。
弓
は
篠
竹
と
麻
縄
で
一
張
つ
く
り
、
矢
は
篠
竹
を
用
い
て
四
本
つ
く

る
。
的
は
長
め
の
篠
竹
で
先
端
を
丸
い
輪
の
よ
う
に
ま
る
め
て
、
そ
こ
に
半
紙

を
貼
り
、
墨
で
目
（
黒
丸
）
を
つ
け
て
、
そ
れ
を
二
個
つ
く
る
。
的
は
、
ウ
ブ

事
例
④
栃
木
県
宇
都
宮
市
古
賀
志
で
は
、
祭
日
が
一
月
七
日
で
、
神
主
に
よ

る
神
事
終
了
後
、
午
前
一
○
時
頃
か
ら
歩
射
が
行
わ
れ
る
。
弓
は
官
稀
を
用
い
、

二
本
つ
く
る
。
矢
は
篠
竹
を
用
い
、
一
本
の
弓
に
対
し
二
本
、
計
四
本
つ
く
る
。

的
は
、
割
り
竹
を
六
つ
目
編
み
に
し
た
上
に
紙
を
貼
り
、
表
面
に
二
重
丸
を
、

裏
面
に
は
「
鬼
」
の
文
字
を
墨
書
す
る
。
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
的
を
境
内

の
東
側
に
あ
る
樫
の
木
に
鬼
の
文
字
を
逆
さ
に
な
る
よ
う
に
吊
り
下
げ
、
歩
射

を
行
な
う
。
弓
を
射
る
の
は
、
本
当
番
一
人
、
受
け
番
一
人
の
順
で
、
そ
の
後

一
般
氏
子
と
な
る
。
的
の
真
ん
中
の
黒
丸
に
矢
が
当
た
る
と
豊
作
と
い
わ
れ
る
。

歩
射
が
終
っ
た
後
の
的
は
、
樫
の
木
に
縛
り
つ
け
、
自
然
に
朽
ち
る
の
を
待
ち
、

矢
は
本
当
番
、
受
け
当
番
が
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
帰
る
。
歩
射
が
終
了
後
、
当
番
引

継
ぎ
が
行
わ
れ
る
。

（

８

）

事
例
⑤
栃
木
県
鹿
沼
市
樅
山
で
は
、
一
月
八
日
、
生
子
神
社
で
オ
ビ
シ
ャ
行

ス
ナ
様
の
境
内
に
あ
る
灯
籠
の
と
こ
ろ
に
立
て
る
Ｏ
神
主
が
祝
詞
を
あ
げ
て
、

拝
殿
を
降
り
て
き
て
か
ら
オ
ビ
シ
ャ
の
儀
式
を
行
な
う
。
神
主
は
二
本
ず
つ
の

矢
を
そ
れ
ぞ
れ
の
的
に
近
づ
い
て
射
る
。
氏
子
た
ち
は
、
射
ら
れ
た
矢
を
競
い

合
っ
て
奪
う
。
幸
運
を
得
ら
れ
る
と
い
っ
て
、
こ
の
矢
を
家
に
持
ち
帰
る
。
オ

ビ
シ
ャ
の
こ
と
は
、
ビ
シ
ャ
と
も
呼
ん
で
い
る
。

（

７

）

ま
た
、
龍
ヶ
崎
市
内
の
町
場
（
旧
龍
ヶ
崎
町
）
に
は
、
一
月
一
五
日
に
オ
ビ

シ
ャ
行
事
が
あ
る
が
、
弓
矢
を
的
に
射
る
神
事
が
な
く
、
ど
ち
ら
か
い
え
ば
、

飲
食
を
目
的
と
し
た
娯
楽
的
な
講
で
あ
る
（
表
・
参
照
）
。
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事
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ユ
ミ
ヒ
キ
と
い
い
、
神
饒
奉
納
・
神
事
の
後
、

拝
殿
の
西
側
に
設
置
し
た
的
場
で
行
わ
れ
る
。
弓
は
真
竹
を
割
っ
た
も
の
に
麻

縄
の
弦
を
張
っ
た
も
の
で
、
ユ
ミ
ヒ
キ
参
加
人
数
分
つ
く
る
。
矢
は
一
人
当
た

り
二
本
ず
つ
つ
く
る
。
的
は
割
り
竹
を
円
形
に
組
ん
だ
上
に
紙
を
貼
っ
た
も
の

で
、
二
つ
つ
く
る
習
わ
し
が
あ
る
。
土
地
の
古
老
は
、
二
つ
の
的
は
大
蛇
の
目

を
表
し
た
も
の
だ
と
い
い
、
、
一
つ
は
中
央
に
金
紙
、
も
う
一
つ
に
は
銀
紙
を

貼
る
。
こ
の
他
、
藁
で
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
程
の
大
蛇
と
称
す
る
も
の
を
つ
く
る
。

弓
を
引
く
者
を
ユ
ミ
ヒ
キ
、
ユ
ミ
ヒ
キ
が
射
っ
た
矢
を
取
っ
て
来
る
者
を
ヤ
ト

リ
と
い
い
、
ユ
ミ
ヒ
キ
は
七
歳
、
ヤ
ト
リ
は
五
歳
の
そ
れ
ぞ
れ
男
の
子
が
な
る
。

人
数
は
と
く
に
制
限
は
な
く
、
や
り
た
い
者
の
申
し
込
み
制
に
し
て
い
る
。

拝
殿
で
の
神
事
の
後
、
ユ
ミ
ヒ
キ
と
な
る
。
拝
殿
西
側
の
石
垣
の
下
部
に
幣

束
を
立
て
た
大
蛇
を
横
た
え
、
そ
の
前
に
的
を
立
て
掛
け
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

前
に
供
物
を
載
せ
た
祭
壇
を
設
置
す
る
。
神
官
が
祝
詞
を
上
げ
た
後
、
ユ
ミ
ト

リ
を
行
な
う
。
幼
い
子
ど
も
ゆ
え
、
弓
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
大
人

が
手
伝
っ
て
射
る
。
一
人
二
本
ず
つ
射
る
が
、
一
本
は
的
に
必
ず
当
て
る
も
の

だ
と
い
う
。
無
事
矢
が
的
に
当
た
る
と
、
そ
の
年
は
無
病
息
災
、
五
穀
豊
穣
だ

と
も
い
う
。
ユ
ミ
ヒ
キ
後
、
ユ
ミ
ヒ
キ
、
ヤ
ト
リ
と
も
赤
飯
と
芹
の
胡
麻
あ
え

を
い
た
だ
き
、
全
員
弓
矢
を
貰
っ
て
帰
る
。

（

９

）

事
例
⑥
千
葉
県
長
生
郡
長
柄
町
皿
木
で
は
、
オ
ビ
シ
ャ
は
明
治
の
初
め
頃
か

ら
行
わ
れ
て
い
る
豊
作
を
祈
る
行
事
で
あ
り
、
一
月
七
日
に
行
っ
て
い
る
。
ム

ラ
が
上
と
下
の
班
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
二
班
か
ら
各
々
一
軒
ず
つ
当

番
が
出
る
。
当
番
に
当
た
っ
た
家
の
主
人
は
注
連
縄
を
つ
く
り
、
そ
の
家
の
女

性
は
青
年
館
で
酒
・
肴
の
用
意
を
す
る
。
他
の
男
性
は
、
神
社
で
神
主
を
迎
え

る
。
神
主
が
お
祓
い
を
し
た
後
、
紙
の
的
を
立
て
、
三
○
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
弓
を
引
き
、
豊
作
を
祈
る
。
会
合
が
始
ま
る
と
、
当
番
が
挨

拶
を
し
て
、
ヒ
ラ
オ
ミ
キ
を
飲
み
、
手
打
ち
を
し
て
、
次
の
当
番
の
人
に
簡
単

な
挨
拶
を
し
て
盃
を
渡
す
。
当
番
が
つ
く
っ
た
注
連
縄
に
神
主
が
幣
束
を
つ
け

て
、
次
の
当
番
の
人
に
廻
す
。
新
し
い
当
番
は
、
神
主
か
ら
貰
っ
た
注
連
縄
を

家
に
持
っ
て
帰
り
、
門
に
付
け
て
お
い
た
。

弓
を
射
た
の
は
、
五
○
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。
弓
・
矢
・
的
は
、
当
日
、

宮
当
番
が
神
社
に
持
っ
て
行
き
準
備
す
る
。
弓
は
竹
に
糸
を
張
っ
た
も
の
で
、

矢
は
竹
で
つ
く
る
。
毎
年
、
弓
・
矢
は
同
じ
も
の
を
使
用
す
る
が
、
的
は
半
紙

く
ら
い
の
大
き
さ
の
美
濃
紙
で
、
ウ
サ
ギ
の
絵
を
描
い
た
も
の
を
、
そ
の
都
度
、

つ
く
り
替
え
る
。
矢
を
射
る
の
は
三
本
く
ら
い
で
あ
り
、
神
主
と
的
の
間
は
三

○
メ
Ｉ
ト
ル
く
ら
い
離
れ
て
い
る
。
弓
を
射
た
後
、
的
を
神
社
に
飾
っ
て
お
き
、

ト
ウ
ワ
タ
シ
を
行
な
う
。

（

岨

）

事
例
⑦
千
葉
県
流
山
市
西
深
井
で
は
、
一
月
一
五
日
に
通
称
オ
ビ
シ
ャ
と
呼

ば
れ
る
行
事
を
行
な
っ
て
い
る
。
当
番
を
ビ
シ
ャ
組
と
か
、
賄
当
番
と
も
い
い
、

一
四
日
、
お
的
用
神
事
用
の
的
や
弓
矢
の
準
備
を
行
な
う
。
神
饅
に
は
、
米
一

升
、
塩
、
白
菜
・
人
参
等
の
野
菜
、
果
物
が
そ
れ
ぞ
れ
三
方
に
盛
ら
れ
る
。
他

に
御
神
酒
と
本
膳
、
そ
し
て
鶴
亀
と
蓬
莱
台
が
供
え
ら
れ
る
。
亀
は
聖
護
院
大

根
の
半
分
に
墨
で
甲
羅
を
描
き
、
牛
葵
で
頭
と
足
と
尾
が
付
け
ら
れ
る
。
こ
の

亀
の
上
に
柳
の
枝
を
二
本
挿
し
て
鶴
の
足
と
す
る
。
こ
の
鶴
は
大
根
を
削
っ
て

作
り
、
眼
は
南
天
の
実
で
、
噴
は
人
参
を
利
用
し
て
い
る
。
蓬
莱
台
は
聖
護
院
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流
山
市
域
で
は
、
古
く
か
ら
あ
る
地
区
で
は
ど
こ
で
も
オ
ビ
シ
ャ
（
ビ
シ
ャ
）

が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
一
月
、
二
月
な
ど
の
年
頭
に
地
区
の
産
土
神

社
を
祀
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
神
社
や
ヤ
ド
と
い
わ
れ
て
い
る
家
に
祭
壇
を
飾

り
、
皆
で
飲
食
を
す
る
。
ま
た
、
弓
矢
で
的
を
射
る
神
事
を
行
な
う
地
区
も
あ

る
。
さ
ら
に
、
昔
は
参
加
者
や
席
順
・
服
装
な
ど
に
も
厳
し
い
決
ま
り
が
あ
っ

た
（
流
山
市
立
博
物
館
、
一
九
八
四
）
と
い
う
。
ま
た
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
は
、

弓
を
射
る
神
事
が
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
と
く
に
水
神
ビ
シ
ャ
、
七
日
ビ
シ
ャ
、

初
午
ビ
シ
ャ
、
女
ビ
シ
ャ
（
一
九
夜
ビ
シ
ャ
）
、
九
日
ビ
シ
ャ
、
天
神
ビ
シ
ャ

大
根
の
半
分
を
伏
せ
て
蓬
莱
山
に
見
立
て
、
そ
の
上
に
松
と
梅
と
竹
を
そ
れ
ぞ

れ
挿
し
込
ん
で
あ
る
。
こ
の
作
り
物
は
三
方
で
な
く
会
席
膳
に
盛
っ
て
供
え

る
。

弓
を
射
る
行
事
を
、
お
的
行
事
と
呼
ん
で
い
る
が
、
本
殿
へ
神
饅
と
作
り
物

を
供
え
る
時
に
、
「
歩
射
祭
」
と
い
う
文
字
を
使
用
し
て
い
る
。
的
は
二
つ
と

も
綱
で
絵
柄
が
逆
に
吊
ら
れ
て
い
る
。
絵
柄
は
胄
鬼
と
赤
鬼
（
「
鬼
」
と
い
う

文
字
の
時
も
あ
る
）
の
顔
だ
け
で
あ
る
が
、
胄
鬼
の
方
に
は
赤
の
三
角
形
の
模

様
が
、
赤
鬼
の
方
に
は
青
の
三
角
形
の
模
様
が
外
側
に
二
重
に
描
か
れ
て
い
る
。

弓
は
二
つ
作
ら
れ
、
矢
は
そ
れ
ぞ
れ
五
本
ず
つ
用
意
さ
れ
る
。
こ
の
弓
矢
を
賄

当
番
が
交
代
で
鬼
の
眼
に
当
た
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
眼
に
当
た
る
と
子
供
た

ち
が
持
ち
帰
っ
て
遊
び
道
具
に
し
て
い
る
。

ラ
イ
ト
（
来
頭
・
来
当
）
渡
し
と
い
っ
て
、
当
番
の
宿
か
ら
来
年
の
宿
へ
連

（

ｕ

）

名
帳
（
収
支
帳
）
を
渡
す
の
み
で
、
御
神
酒
の
や
り
と
り
な
ど
一
切
な
い
。

（

吃

）

事
例
⑧
埼
玉
県
川
口
市
赤
井
で
は
、
オ
ビ
シ
ャ
を
三
月
八
日
に
氷
川
神
社
で

行
っ
て
い
る
。
赤
井
の
オ
ビ
シ
ャ
は
、
鬼
う
ち
と
呼
ば
れ
る
的
射
行
事
と
一
升

飯
を
食
べ
る
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
。
鬼
う
ち
の
行
事
は
、
二
つ
の
ク
ル
ワ

（
村
組
）
が
合
同
で
実
施
し
て
い
る
が
、
一
升
飯
は
別
々
の
ク
ル
ワ
で
行
っ
て

い
る
。
鬼
う
ち
の
行
事
は
、
弓
を
四
本
程
、
矢
を
一
六
本
程
用
意
す
る
。
拝
殿

の
前
に
鬼
を
描
い
た
的
を
立
て
、
四
メ
ー
ト
ル
程
離
れ
た
所
か
ら
日
の
出
の
時

刻
に
合
わ
せ
て
今
年
の
当
番
が
矢
を
射
る
。
鬼
う
ち
は
鬼
の
目
を
射
る
ま
で
繰

り
返
し
何
度
で
も
射
る
。
ど
う
し
て
も
当
た
ら
な
い
場
合
は
、
矢
を
握
っ
て
的

の
所
に
行
き
、
鬼
の
目
を
確
実
に
突
き
刺
し
た
。
目
が
射
抜
か
れ
た
後
に
、
来

年
の
当
番
が
改
め
て
矢
を
射
っ
て
駄
目
押
し
す
る
。
こ
れ
を
ア
ト
ウ
チ
と
い
う
。

鬼
う
ち
は
、
赤
井
村
に
魔
物
が
絶
対
に
侵
入
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
村
人
の
願

い
が
込
め
ら
れ
た
行
事
で
あ
る
。
昔
は
、
鬼
う
ち
が
終
る
と
氏
子
の
子
供
た
ち

が
弓
矢
を
競
っ
て
奪
い
合
う
様
子
が
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

鬼
う
ち
の
用
具
作
り
は
、
三
月
七
日
の
午
後
三
時
頃
に
今
年
と
来
年
の
当
番

一
○
人
が
氷
川
神
社
に
集
合
し
て
行
な
う
。
当
番
は
、
一
畳
程
の
大
き
さ
の
和

紙
に
墨
で
鬼
の
絵
を
描
い
て
的
を
一
点
作
り
、
篠
竹
で
弓
を
四
張
り
程
、
矢
を

一
六
本
程
作
る
。
道
具
作
り
は
夕
方
の
五
時
か
ら
六
時
ま
で
か
か
る
。

（

崎

）

な
ど
と
呼
ば
れ
る
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
は
、
直
会
や
ト
ウ
渡
し
、
オ
コ
モ
リ
な
ど

は
行
な
う
が
、
弓
を
射
る
神
事
が
な
い
こ
と
が
多
い
。
同
市
大
畔
で
は
、
二
月

の
初
午
の
日
に
行
わ
れ
る
初
午
ビ
シ
ャ
が
昔
は
男
た
ち
の
行
事
で
あ
っ
た
が
、

昭
和
期
に
入
っ
て
か
ら
女
た
ち
の
行
事
に
変
更
さ
れ
た
と
い
う
。
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事
例
⑨
埼
玉
県
秩
父
郡
両
神
村
出
原
で
は
、
テ
ン
キ
ウ
ラ
ナ
イ
と
か
オ
マ
ッ

（

魁

）

リ
と
い
い
、
二
月
二
五
日
に
諏
訪
神
社
で
行
な
っ
て
い
る
。
祭
り
の
前
日
の
早

朝
、
氏
子
全
員
が
諏
訪
神
社
に
集
ま
り
、
社
殿
や
境
内
の
清
掃
、
幟
立
て
を
行

な
う
。
ま
た
、
行
事
五
人
は
ヤ
ド
マ
イ
に
集
ま
り
、
弓
矢
や
的
作
り
を
行
な
う
。

弓
・
矢
・
的
の
材
料
は
前
も
っ
て
ヤ
ド
マ
イ
が
準
備
し
て
お
く
。
弓
は
桃
の
木

の
枝
で
、
長
さ
四
尺
程
の
も
の
を
二
張
り
作
る
。
弦
は
麻
縄
を
使
い
、
弓
の
中

央
に
は
和
紙
を
巻
く
。
桃
の
木
は
邪
鬼
を
祓
い
、
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

矢
は
篠
竹
で
三
尺
程
度
の
も
の
を
四
本
作
る
。

祭
り
の
当
日
、
ヤ
ド
マ
イ
は
弓
・
矢
・
的
・
神
饅
物
な
ど
を
神
社
に
運
ぶ
。

祭
典
が
終
了
す
る
と
的
射
で
あ
る
。
矢
は
拝
殿
前
か
ら
座
し
た
二
人
ず
つ
に
よ
っ

て
射
ら
れ
る
。
的
は
射
手
の
座
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
程
離
し
て
お
か
れ
る
。
的
に

向
か
っ
て
右
側
が
諏
訪
神
社
の
矢
を
射
る
人
、
左
側
が
小
鷹
神
社
の
矢
を
射
る

人
で
あ
る
。
射
手
は
家
筋
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
両
神
社
の
射
手
が
一
人
ず
つ

一
組
と
な
り
、
一
人
二
本
ず
つ
三
組
が
交
代
で
矢
を
射
る
。
最
初
の
射
手
二
人

が
射
っ
た
二
本
ず
つ
の
矢
を
一
番
矢
と
い
い
、
次
を
二
番
矢
と
い
う
。
最
後
の

射
手
が
射
っ
た
矢
を
三
番
矢
と
呼
ん
で
い
る
。
三
組
の
計
六
人
が
二
本
ず
つ
矢

を
射
り
、
合
計
一
二
本
の
矢
が
的
を
ね
ら
っ
て
は
な
さ
れ
る
。

的
射
の
行
事
は
、
一
二
本
の
矢
の
当
た
り
具
合
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
天
候
を

占
う
も
の
で
あ
る
。
的
の
白
い
部
分
に
矢
が
数
多
く
当
た
る
と
晴
天
の
年
に
な

る
と
い
い
、
的
の
黒
い
部
分
に
多
く
当
た
る
と
雨
が
多
い
年
に
な
る
と
い
う
。

ま
た
、
的
は
ず
れ
の
矢
が
数
多
く
あ
る
と
大
風
が
吹
く
な
ど
天
候
が
荒
れ
る
年

に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
占
い
に
よ
り
、
的
の
白
い
部
分
に
矢
が
多
く

事
例
⑩
東
京
都
大
田
区
東
六
郷
で
は
、
一
月
七
日
に
六
郷
神
社
で
ヤ
ブ
サ
メ

と
い
っ
て
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
社
前
の
向
か
っ
て
左
手
に
角
柱

（

肥

）

を
組
み
立
て
て
、
そ
れ
に
一
八
本
の
青
竹
を
組
み
交
わ
し
て
、
矢
来
を
つ
く
る
ｏ

そ
こ
へ
、
葭
管
を
一
枚
張
っ
て
、
そ
の
前
に
的
の
紙
を
留
め
る
。
的
は
和
紙
の

西
ノ
内
を
二
四
枚
を
貼
り
合
わ
せ
た
も
の
で
、
そ
の
上
に
直
径
五
尺
八
寸
の
蛇

の
目
の
丸
輪
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
丸
輪
の
中
央
に
は
西
ノ
内
を
三
枚
貼

り
合
わ
せ
た
上
に
「
八
方
白
眼
」
を
描
い
て
、
貼
り
付
け
た
。
ヤ
ブ
サ
メ
は
、

一
三
歳
以
下
の
男
児
が
射
士
（
射
手
）
に
な
る
が
、
昔
は
さ
ら
に
家
屋
敷
を
持

ち
、
両
親
が
健
在
で
、
し
か
も
「
宮
本
」
の
氏
子
の
者
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い

（

Ⅳ

）

埼
玉
県
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
を
概
観
す
る
と
、
こ
の
二
例
だ
け
で
は
い
い
あ
ら

わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
程
で
あ
る
。
弓
矢
で
的
を
射
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る

地
区
で
は
、
多
く
は
七
歳
の
男
子
が
関
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
稲
藁
で
蛇
を
作

る
地
区
も
あ
る
。
秋
に
行
わ
れ
る
オ
ビ
シ
ャ
は
、
的
射
行
事
が
な
く
、
直
会
を

中
心
と
し
た
収
穫
祭
で
あ
る
。

と
く
に
、
鬼
の
文
字
や
顔
、
烏
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
的
を
弓
矢
で
射
り
、

邪
鬼
や
厄
を
祓
い
、
五
穀
豊
穣
や
家
内
安
全
、
無
病
息
災
、
厄
除
開
運
な
ど
を

願
う
的
射
行
事
が
、
埼
玉
県
内
の
四
七
か
所
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。

当
た
っ
た
年
は
粟
を
作
り
、
的
の
黒
い
部
分
に
矢
が
多
く
当
っ
た
年
は
稗
を
作

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（

妬

）
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事
例
⑪
川
崎
市
中
原
区
上
丸
子
で
は
、
一
月
七
日
に
日
枝
神
社
の
境
内
で
行

わ
れ
る
。
上
丸
子
の
九
町
会
が
一
年
送
り
で
当
番
を
し
て
い
る
。
祭
り
の
前
日
、

ジ
ョ
ー
ト
ー
バ
ン
（
定
当
番
）
と
当
番
町
会
の
者
が
神
社
に
集
ま
り
、
的
、
弓

県
下
で
は
、
川
崎
市
、
相
模
原
市
、
大
磯
町
な
ど
に
オ
ビ
シ
ャ
行
事
が
分
布

し
て
い
る
こ
と
は
、
知
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
川
崎
市
域
で
は
多
摩
川
沿
い

に
分
布
し
て
お
り
、
対
岸
で
あ
る
東
京
都
側
と
の
深
い
関
連
が
あ
る
こ
と
は
、

さ
き
の
長
島
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
川
崎
市
中

原
区
上
丸
子
、
同
市
多
摩
区
長
尾
、
相
模
原
市
田
名
、
中
郡
大
磯
町
西
小
磯
、

小
田
原
市
小
船
、
そ
し
て
現
在
で
は
廃
絶
し
て
い
る
横
浜
市
南
区
上
大
岡
の
事

例
を
紹
介
し
た
い
。

う
。
戦
後
は
六
郷
神
社
の
氏
子
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
射
手
た
ち
は
、
垰
姿
に
腰
に
一
本
刀
、
背
襟
に
御
幣
を
挿
し
、
矢
を
持
っ

て
射
場
へ
向
か
う
。

射
手
は
抽
選
で
射
つ
順
番
が
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
番
と
二
番
の
組
だ
け

は
、
山
越
し
と
い
っ
て
、
的
の
上
を
越
え
る
よ
う
に
射
さ
せ
る
。
次
い
で
、
三

番
・
四
番
の
組
が
一
の
目
玉
を
射
、
以
下
順
次
目
玉
を
射
ち
、
九
番
．
一
○
番

の
組
で
全
部
の
目
玉
を
射
抜
く
こ
と
に
な
る
。
終
了
す
る
と
、
一
の
組
の
射
手

に
弓
の
鉾
を
、
二
の
組
の
者
に
大
矢
と
弦
が
授
与
さ
れ
る
。
こ
の
祭
は
「
男
児

の
健
や
か
な
成
長
と
立
身
出
世
」
を
祈
願
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
。
「
八
方
白

眼
」
の
眼
は
鬼
の
目
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

（

焔

）

矢
、
お
供
物
を
つ
く
る
。
定
当
番
の
う
ち
、
カ
ズ
マ
と
い
う
家
は
的
を
つ
く
る

た
め
の
定
規
を
保
管
し
、
ヘ
イ
マ
と
い
う
家
は
的
の
中
心
に
貼
る
波
型
の
紙
を

つ
く
る
。
七
日
の
朝
、
当
番
町
会
か
ら
選
ば
れ
た
射
手
二
組
（
計
四
人
）
が
出

て
、
神
前
で
儀
式
を
し
た
後
、
境
内
に
用
意
さ
れ
た
的
に
矢
を
射
る
。
射
手
は
、

烏
帽
子
白
丁
姿
の
稚
児
で
あ
る
が
、
烏
帽
子
直
垂
姿
の
介
添
人
が
代
わ
っ
て

射
る
。
そ
の
後
、
神
官
が
矢
を
表
と
裏
の
鬼
門
の
空
に
向
か
っ
て
も
矢
を
射

る
。

次
い
で
、
的
を
境
内
の
稲
荷
社
前
に
移
し
、
同
じ
作
法
で
射
る
。
こ
の
儀
式

は
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
と
と
も
に
、
矢
の
当
た
る
場
所
に
よ
り
、
そ
の
年
の

作
柄
を
占
っ
た
り
し
た
。
射
手
の
稚
児
に
は
、
両
親
が
揃
っ
た
奇
数
の
年
齢
の

子
ど
も
で
、
一
三
歳
く
ら
い
ま
で
な
ら
よ
い
と
さ
れ
て
Ｊ
堅
。

事
例
⑫
川
崎
市
多
摩
区
長
尾
で
は
、
一
月
七
日
に
長
尾
神
社
で
オ
ビ
シ
ャ
行

事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
長
尾
神
社
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
は
、
射
的
祭
と
か
、
マ
ト
ー

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
的
は
一
個
で
、
葦
を
叩
き
潰
し
て
開
き
、
こ
れ
を
網
代

に
編
み
、
和
紙
を
貼
っ
て
つ
く
る
。
直
径
五
尺
二
寸
、
中
心
の
黒
丸
も
含
め
て

黒
線
四
筋
、
白
線
三
筋
が
定
め
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
裏
に
は
そ
の
中
央

に
半
紙
一
枚
を
貼
り
、
そ
の
中
央
に
鬼
と
書
き
、
四
隅
に
も
お
の
お
の
中
心
を

上
に
し
て
鬼
の
字
を
書
く
。
弓
は
二
張
で
、
長
さ
が
五
尺
二
寸
、
桃
の
木
で
つ

く
る
。
桃
の
木
が
入
手
難
の
た
め
に
梅
や
李
の
木
を
代
用
し
て
い
る
。
弦
は
麻

で
つ
く
り
、
矢
は
矢
竹
で
つ
く
る
。
一
組
二
本
を
二
組
、
計
四
本
つ
く
る
。
当

日
、
弓
矢
各
一
組
を
白
紙
に
巻
き
、
麻
で
結
わ
え
て
供
え
る
。
的
は
、
あ
ら
か

じ
め
拝
殿
と
鳥
居
の
中
央
に
拝
殿
に
向
け
て
し
つ
ら
え
る
。
青
竹
で
三
又
を
組
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み
、
桃
の
枝
を
七
、
八
寸
に
切
り
、
そ
れ
を
麻
で
巻
き
、
ひ
つ
こ
く
り
に
結
ん

だ
も
の
で
、
的
の
四
ヶ
所
か
ら
青
竹
の
三
又
に
と
り
つ
け
る
。
的
か
ら
拝
殿
に

向
か
っ
て
七
歩
半
の
と
こ
ろ
に
産
を
二
枚
、
敷
き
並
べ
る
。
こ
れ
が
射
手
と
稚

児
の
座
る
塲
所
と
な
る
。
的
に
対
し
産
に
、
射
手
二
人
が
中
央
に
、
両
脇
に
稚

児
が
並
ん
で
座
る
。
射
手
は
年
番
の
組
と
、
月
番
の
組
か
ら
一
名
ず
つ
選
ば
れ

る
。
射
手
は
的
に
向
か
っ
て
正
座
し
、
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
で
矢
二
本
射
る
。
射

終
る
と
矢
取
り
が
矢
を
抜
き
取
っ
て
く
る
。
射
手
は
弓
と
矢
を
お
互
い
に
交
換

し
て
再
び
矢
二
本
ず
つ
射
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
計
三
回
を
射
終
る
と
、
矢
取

り
は
射
手
か
ら
弓
矢
を
受
け
、
こ
れ
を
総
代
に
渡
す
。
総
代
は
こ
れ
を
受
け
て

神
前
に
供
え
る
。
総
代
は
神
前
に
供
え
た
神
酒
を
と
り
、
矢
取
り
に
渡
す
。
矢

取
り
は
こ
れ
を
射
手
に
酌
を
し
、
直
会
に
移
る
。
直
会
が
終
わ
り
、
弓
は
射
手

に
、
矢
は
稚
児
に
授
与
さ
れ
る
。
的
は
境
内
で
焼
却
さ
れ
た
。

（

加

）

事
例
⑬
横
浜
市
南
区
上
大
岡
で
は
、
七
種
祭
と
い
い
、
一
月
七
日
、
鹿
島
社

の
う
ち
、
七
才
・
一
九
才
・
廿
五
才
・
四
二
才
の
厄
年
に
あ
た
る
男
子
が
早
朝

か
ら
頭
屋
に
集
ま
る
。
頭
屋
で
は
、
刀
の
形
を
し
た
刀
餅
と
兜
餅
に
七
草
を
加

え
て
粥
を
つ
く
る
。
こ
れ
を
神
社
に
持
っ
て
行
っ
て
供
え
る
。
歩
射
の
特
殊
神

饅
と
い
う
祭
名
を
こ
こ
に
発
し
た
と
い
う
。
的
は
直
径
六
尺
、
芦
の
茎
を
叩
い

て
平
に
し
た
も
の
を
編
ん
で
、
そ
の
上
に
和
紙
を
重
ね
て
貼
る
。
さ
ら
に
餅
米

の
粉
を
研
い
た
水
を
吹
き
つ
け
て
白
色
と
し
、
墨
で
円
を
描
き
、
そ
の
上
部
に

鬼
と
書
い
た
紙
を
吊
す
。
こ
の
的
を
恵
方
の
方
角
に
据
え
る
。
厄
年
の
男
た
ち

は
社
殿
を
三
周
し
、
年
長
の
二
人
を
選
ん
で
射
手
を
決
め
る
。
弓
は
ウ
シ
コ
ロ

シ
の
木
で
、
矢
は
篠
竹
で
つ
く
る
。
昭
和
一
五
年
を
最
後
に
今
は
廃
絶
し

た
Ｏ

（
別
）

事
例
⑭
相
模
原
市
田
名
で
は
、
一
月
六
日
に
八
幡
神
社
の
境
内
で
的
祭
が
行

わ
れ
る
。
三
日
に
、
的
と
弓
矢
を
つ
く
る
が
、
こ
れ
は
酒
井
家
が
代
々
つ
く
っ

て
い
る
。
的
つ
く
り
を
、
的
踏
み
と
い
う
。
的
は
葦
で
網
代
風
に
編
み
、
中
央

の
黒
丸
は
茄
子
の
茎
殼
を
焼
い
た
灰
墨
で
描
く
。
弓
は
二
張
り
で
、
桃
の
木
で

つ
く
る
。
矢
は
篠
竹
で
四
本
つ
く
る
。
境
内
の
大
榎
に
大
的
を
掛
け
て
お
く
。

射
手
と
矢
取
り
の
童
子
四
人
が
袴
を
着
け
、
父
親
の
介
添
で
社
殿
を
三
度
回
る
。

そ
し
て
、
的
に
向
か
っ
て
矢
を
射
る
。
一
ノ
矢
は
天
下
泰
平
国
土
安
穏
の
神
の

矢
、
ニ
ノ
矢
は
領
地
安
全
の
地
頭
の
矢
、
三
ノ
矢
は
五
穀
豊
穣
の
百
姓
の
矢
と

い
う
伝
承
が
あ
る
。
こ
れ
を
二
人
の
射
手
が
二
本
の
矢
で
三
度
射
る
。
そ
の
矢

が
中
央
の
黒
点
に
当
た
る
と
大
吉
と
呼
ん
で
吉
兆
と
す
る
。
神
事
が
終
る
と
。

的
・
矢
・
ヒ
ッ
カ
ヶ
を
奪
い
合
っ
て
家
へ
持
ち
帰
り
、
無
病
息
災
・
一
家
繁
栄

の
縁
起
物
と
す
る
。

（

犯

）

事
例
⑮
中
郡
大
磯
町
西
小
磯
で
は
、
ヤ
ブ
サ
メ
と
い
い
、
三
月
七
日
に
白
岩

神
社
で
行
わ
れ
る
。
明
治
以
前
は
正
月
七
日
に
行
わ
れ
た
。
オ
ビ
シ
ャ
行
事
は

社
人
の
二
家
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
社
人
は
東
西
二
組
に
分
か
れ
、
各
々

頭
屋
を
定
め
、
一
年
毎
に
交
替
し
て
行
う
Ｏ
五
日
、
氏
子
に
よ
る
社
前
の
幟
立

て
す
る
。
六
日
の
早
朝
、
お
台
所
番
と
称
す
る
当
番
社
人
た
ち
が
そ
の
年
の
頭

屋
に
集
ま
り
、
的
・
弓
・
矢
・
神
饅
な
ど
の
準
備
を
す
る
。
的
は
直
径
三
尺
、

竹
の
皮
部
七
二
本
で
編
む
。
裏
面
に
形
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
十
文
字
の
竹
骨
を

入
れ
て
、
表
面
に
は
半
紙
を
一
二
枚
を
貼
り
、
墨
で
的
の
輪
を
三
寸
お
き
に
描

き
、
中
央
に
太
い
黒
点
を
塗
る
。
そ
の
裏
側
に
一
二
枚
の
半
紙
を
吊
し
た
梅
の
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ず
ば
え
を
結
び
付
け
、
的
を
地
面
に
立
て
る
時
の
支
柱
と
す
る
。
弓
は
長
さ
五

尺
、
梅
の
ず
ば
え
で
弦
は
麻
紐
で
、
二
本
つ
く
る
。
矢
は
長
さ
が
二
尺
五
寸
、

篠
竹
の
真
中
に
半
紙
を
巻
い
て
四
本
つ
く
る
。
六
日
夜
、
お
台
所
番
が
頭
屋
の

家
で
小
豆
餅
を
搗
く
。
風
呂
を
沸
か
し
て
入
浴
し
、
身
を
清
め
て
か
ら
神
酒
を

酌
み
、
小
豆
餅
を
お
椀
に
盛
っ
て
夜
食
と
し
て
食
べ
る
。
七
日
に
塩
煮
し
た
ヒ

ジ
キ
を
神
前
に
供
え
る
が
、
式
後
は
社
人
た
ち
の
酒
の
肴
に
し
た
。

七
日
の
昼
頃
、
社
人
一
同
が
羽
織
・
袴
・
白
足
袋
の
服
装
で
頭
屋
の
家
に
集

ま
る
。
頭
屋
で
準
備
し
た
供
物
を
長
持
ち
の
中
に
入
れ
、
二
人
で
担
い
で
神
社

に
向
か
う
。
神
前
に
は
、
ヒ
ジ
キ
を
は
じ
め
、
七
五
膳
を
供
え
る
。
神
主
の
祝

詞
が
あ
っ
て
か
ら
、
弓
矢
が
社
人
た
ち
に
渡
さ
れ
る
。
社
人
た
ち
は
社
殿
を
三

周
し
て
か
ら
、
参
道
を
降
り
て
、
お
よ
そ
一
丁
の
と
こ
ろ
に
あ
る
松
の
大
木
前

に
的
を
立
て
る
。
そ
の
行
列
は
、
御
幣
持
ち
二
人
、
弓
持
ち
二
人
、
太
鼓
一
人
、

お
供
一
人
で
、
全
員
が
口
に
半
紙
を
三
角
に
折
っ
た
口
紙
を
く
わ
え
る
。
社
人

た
ち
は
、
的
を
三
周
し
て
か
ら
、
的
か
ら
二
間
ぐ
ら
い
離
れ
た
所
定
の
位
置
に

つ
く
。
二
人
の
射
手
が
各
々
一
本
の
矢
を
的
に
射
る
。
も
う
一
本
は
恵
方
に
向

け
て
放
つ
。
こ
の
矢
は
縁
起
物
と
し
て
奪
い
合
う
。
悪
事
災
難
、
厄
病
除
け
と

し
て
、
的
も
同
じ
よ
う
に
奪
い
合
う
。

（

羽

）

事
例
⑯
小
田
原
市
小
船
の
白
髭
神
社
で
は
、
一
月
七
日
に
ヤ
ブ
サ
メ
と
称
し

て
行
っ
て
い
る
。
的
は
竹
で
編
ん
だ
六
角
形
で
直
径
六
尺
。
的
の
左
右
と
上
部

に
椿
の
木
で
つ
く
っ
た
燕
形
が
吊
さ
れ
る
。
弓
は
竹
で
つ
く
り
、
麻
を
束
ね
て

弦
と
し
て
い
る
。
矢
は
篠
竹
で
、
二
本
つ
く
る
。
射
手
は
、
古
来
か
ら
小
宮
家

と
そ
の
分
家
の
当
主
に
限
ら
れ
て
い
る
。
本
家
・
分
家
の
順
番
で
、
各
々
三
回
、

繰
り
返
す
。
こ
れ
が
終
る
と
燕
形
の
奪
い
合
い
と
な
る
。
こ
れ
を
持
ち
帰
り
、

家
の
戸
口
に
挿
し
て
お
く
と
厄
除
け
な
る
と
い
う
。

（

型

）

神
奈
川
県
下
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
研
究
小
史
で

紹
介
し
た
よ
う
に
、
永
田
や
中
村
の
両
氏
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。
し
か
し
、
神
奈
川
県
域
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
は
弓
射

が
み
ら
れ
る
が
、
川
崎
市
中
原
区
中
丸
子
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
よ
う
に
弓
射
の

儀
礼
が
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
埼
玉
県
で
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
藁
の
蛇
を
作
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
関
東
地
方
に
お
け
る
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

①
オ
ビ
シ
ャ
行
事
は
、
氏
神
祭
祀
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
。

②
年
頭
に
行
わ
れ
、
そ
の
年
の
豊
凶
な
ど
の
占
い
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
。

③
供
物
（
神
饅
）
に
、
大
根
、
里
芋
な
ど
の
畑
作
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る

｝

」

、

歩

」

Ｏ

④
当
然
な
が
ら
、
馬
に
乗
ら
な
い
で
弓
射
を
お
こ
な
う
こ
と
。

⑤
歩
射
田
（
ピ
シ
ャ
田
）
の
所
有
が
あ
る
こ
と
。

⑥
ト
ウ
渡
し
の
儀
式
が
あ
る
こ
と
。

⑦
当
番
の
ヤ
ド
は
、
回
り
番
で
、
戸
数
が
多
い
村
組
で
は
一
生
に
一
度
、

回

っ

て

く

る

か

ど

う

か

で

あ

る

こ

と

。

⑧
千
葉
県
下
で
は
、
弓
射
を
お
こ
な
わ
ず
、
共
同
飲
食
を
目
的
に
し
た
講

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
例
も
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
。
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こ
れ
ま
で
、
オ
ビ
シ
ャ
の
研
究
史
や
具
体
的
な
事
例
な
ど
に
つ
い
て
概
観
し

て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
や
弓
射
の
目

的
な
ど
に
つ
い
て
若
干
考
え
て
み
た
い
。

オ
ビ
シ
ャ
行
事
は
、
各
地
域
の
伝
統
的
な
生
活
様
式
と
深
く
結
び
付
い
て
い

る
。
し
か
も
、
農
村
地
帯
の
都
市
化
で
生
業
や
社
会
生
活
が
変
貌
し
て
い
る
な

か
で
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
も
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
長
島
論
文
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
的
や
弓
矢
を
作
る
材
料
、
神
饅
な
ど
の
変
化
、
都
市
化
に

よ
っ
て
氏
子
集
団
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
逆
に
行
事
な
ど
を
支
え

て
き
た
組
織
が
崩
壊
し
始
め
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
オ
ビ
シ
ャ
行
事
を
、

分
析
す
る
に
は
、
た
と
え
ば
、
名
称
、
期
日
、
構
成
単
位
、
ヤ
ド
、
当
番
渡
し
、

神
饅
物
、
弓
射
の
有
無
、
弓
射
の
目
的
、
弓
矢
の
材
料
と
作
り
方
、
的
の
種
類

な
ど
と
い
う
項
目
が
指
標
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
龍
ヶ
崎
市
域
に
み
ら
れ
る
オ
ビ
シ
ャ
行
事
を
そ
の
観
点
か
ら
概
観

し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
オ
ビ
シ
ャ

の
期
日
は
氏
神
の
祭
礼
日
と
必
ず
し
も
一
致
し
て
し
な
い
。
二
番
目
に
は
、
そ

の
期
日
は
い
わ
ゆ
る
小
正
月
に
集
中
し
て
い
る
と
い
え
る
。
三
番
目
に
は
、
弓

射
の
儀
礼
が
な
い
場
合
が
み
ら
れ
る
。
四
番
目
に
は
、
神
饒
と
し
て
鶴
亀
の
作

り
物
な
ど
が
あ
る
。
五
番
目
に
は
、
弓
射
の
目
的
は
豊
作
祈
願
や
厄
除
け
な
ど

⑨
千
葉
県
下
で
は
、
女
性
だ
け
が
参
加
す
る
オ
ビ
シ
ャ
が
あ
る
こ
と
。

お
わ
り
に
ｌ
ま
と
め
に
代
え
て
Ｉ

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
旧
龍
ヶ
崎
町
域
に
お
け
る
オ
ビ
シ
ャ
の
性
格
は
、
町
内
の
守
り
神
で

あ
る
氏
神
天
王
様
（
八
坂
神
社
）
の
祭
り
で
あ
り
、
、
懐
災
招
福
・
家
内
安
全
祈

願
で
あ
る
と
と
も
に
経
済
的
・
互
助
的
蛙
狸
ロ
が
強
か
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
龍
ヶ
崎
の
事
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
太
陽
再
生
説
に
関
わ
る
具
体
的

な
事
例
を
日
天
・
月
天
な
ど
の
的
以
外
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
柏
村
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
オ
ビ
シ
ャ
の
構
成
要
素
に
つ

い
て
、
個
々
の
隠
さ
れ
た
意
味
を
掘
り
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

オ
ビ
シ
ャ
行
事
は
、
い
ろ
い
ろ
な
構
成
要
素
が
複
合
し
て
複
雑
な
様
相
を
呈

し
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
は
解
明
で
き
な
い
問
題
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
例

え
ば
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
と
太
陽
再
生
説
、
あ
る
い
は
オ
ビ
シ
ャ
が
ヤ
ブ
サ
メ
よ

り
も
古
態
で
あ
っ
た
と
い
う
説
な
ど
に
対
し
て
、
現
時
点
で
は
論
証
す
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
今
後
は
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

永
田
に
よ
れ
ば
、
「
「
と
う
と
う
白
羽
の
矢
が
立
っ
て
ね
』
と
は
神
に
選
ば
れ

た
光
栄
と
誇
り
を
意
味
す
る
と
い
う
。
ふ
つ
う
矢
が
あ
た
れ
ば
不
吉
で
あ
る
が
、

白
羽
の
矢
の
「
白
」
は
神
・
陽
光
・
浄
水
な
ど
を
表
徴
し
、
そ
の
矢
は
神
意
そ

の
も
の
を
方
向
づ
け
た
の
だ
と
い
う
。
射
戯
と
は
、
呪
術
性
を
も
ち
、
正
月
に

限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
祈
年
・
年
占
思
想
に
よ
る
も
の
で
、
年
初
に
こ
れ
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
一
年
間
の
安
堵
と
幸
福
感
を
あ
ら
か
じ
め
獲
得
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
「
（
一
九
六
六
、
三
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ

の
点
を
こ
の
機
会
に
、
も
う
一
度
、
考
え
直
し
て
み
た
い
。
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【
注
】

（
１
）
民
俗
学
研
究
所
編
（
柳
田
國
男
監
修
）
、
一
九
五
一
、
『
民
俗
學
辞
典
』
、

東
京
堂
出
版
、
一
四
○
頁
。

（
２
）
大
塚
民
俗
学
会
編
、
一
九
七
二
、
『
日
本
民
俗
事
典
』
、
弘
文
堂
、
七
七

五

頁

。

（
３
）
神
奈
川
県
下
の
川
崎
市
域
で
は
、
ズ
シ
と
い
う
。
ま
た
、
前
年
の
当
番

を
ウ
ワ
バ
ン
（
上
番
）
、
翌
年
の
当
番
を
シ
タ
バ
ン
（
下
番
）
と
呼
ん
で

い

た

。

（
４
）
筆
者
調
査
。
『
龍
ヶ
崎
市
史
民
俗
編
ｌ
』
（
一
九
九
三
）
参
照
。

（
５
）
筆
者
調
査
。

（
６
）
櫻
井
徳
太
郎
氏
は
昭
和
一
二
年
二
月
中
旬
に
見
学
し
た
大
徳
の
祭
礼
に

つ
い
て
、
①
氏
子
入
り
の
儀
式
、
②
農
耕
予
祝
の
模
擬
的
演
技
、
③
弓
射

の
儀
、
④
頭
屋
渡
し
の
習
俗
の
四
つ
の
儀
礼
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
（
櫻
井
徳
太
郎
、
一
九
七
○
、
「
日
本
民
間
信
仰
論
ｌ

増
訂
版
ｌ
』
、
弘
文
堂
、
三
四
八
’
三
五
○
頁
）
。
大
徳
町
上
佐
沼
の
大

杉
神
社
の
祭
礼
が
、
こ
の
祭
礼
に
あ
た
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
７
）
筆
者
調
査
。

（
８
）
柏
村
祐
司
、
一
九
九
三
、
「
栃
木
県
の
歩
射
に
つ
い
て
」
、
『
下
野
民

俗
論
蟇
Ｉ
野
民
俗
特
集
号
（
第
三
三
号
）
ｌ
」
、
下
野
民
俗
研
究
会
、

八

四

頁

。

（
９
）
柏
村
、
同
書
、
八
七
頁
。

（
Ⅲ
）
東
洋
大
学
民
俗
研
究
会
編
、
一
九
七
二
、
『
長
柄
町
の
民
俗
ｌ
千
葉
県

長
生
郡
長
柄
町
ｌ
」
、
二
一
九
頁
。

（
Ⅱ
）
ラ
イ
ト
（
ラ
イ
ト
ウ
）
と
は
、
次
の
年
に
祭
り
当
番
を
す
る
ヤ
ド
の
家

の
こ
と
で
あ
る
。
祭
り
の
当
日
、
当
番
に
当
た
る
ツ
ボ
で
は
ラ
イ
ト
ウ
を

識
で
決
め
る
。
識
は
コ
ョ
リ
ク
ジ
で
形
式
的
に
引
く
と
い
う
。
ヤ
ド
は
廻

り
番
で
決
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
薮
に
当
た
る
と
、
竈
の
炭
で
円
満
に
で
き

る
よ
う
に
と
顔
を
真
っ
黒
に
塗
っ
た
と
い
う
。
（
岨
）
流
山
市
立
博
物
館
編
、
一
九
八
四
、
『
流
山
の
お
び
し
ゃ
と
祭
り
」
、
一

八

’

一

九

頁

。

（
蝿
）
埼
玉
県
立
民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー
編
、
一
九
九
四
、
「
埼
玉
の
オ
ビ
シ
ャ

行
事
』
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
四
○
’
四
三
頁
。

（
必
）
地
元
で
は
、
「
祭
り
」
と
か
「
お
祭
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
的
射

行
事
を
行
な
い
一
年
の
天
候
を
占
う
た
め
、
近
年
、
「
天
気
占
い
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
的
射
行
事
が
行
わ
れ
る
た
め

「
弓
矢
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

（
妬
）
埼
玉
県
立
民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー
編
、
同
書
、
一
三
四
’
一
三
七
頁
。

（
肥
）
祭
り
の
準
備
等
を
行
な
う
ヤ
ド
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
ま
で
は
ド

ウ
モ
ト
（
党
元
）
と
呼
ば
れ
る
旧
家
一
軒
で
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

戦
後
は
五
人
の
行
事
制
と
な
り
、
行
事
が
一
年
交
代
で
ヤ
ド
マ
イ
（
宿
前
）

と
呼
ぶ
宿
の
役
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

（
Ⅳ
）
六
郷
神
社
は
か
っ
て
は
、
八
幡
塚
・
高
畑
・
古
川
・
町
屋
・
雑
色
・
道

塚
の
他
に
、
羽
田
か
ら
対
岸
の
大
師
を
も
含
め
た
多
摩
川
下
流
域
地
帯
の

総
鎮
守
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ヤ
ブ
サ
メ
は
「
宮
本
」
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
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・
柏
村
祐
司
、
一
九
九
三
、
「
栃
木
県
の
歩
射
に
つ
い
て
」
、
『
下
罫

纂
ｌ
下
野
民
俗
特
集
号
（
第
三
三
号
）
ｌ
』
、
下
野
民
俗
研
究
会

・
鈴
木
満
男
、
一
九
六
七
、
「
本
郷
の
オ
ビ
シ
ャ
ー
千
葉
県
野

郷
Ｉ
」
、
「
社
会
と
伝
承
』
第
一
○
巻
第
二
号
、
社
会
と
伝
承
の
会

・
長
島
保
、
一
九
七
五
、
「
多
摩
川
筋
の
歩
射
行
事
」
、
「
市
誌
』

満
男
、
一
九
六
七
、
「
本
郷
の
オ
ビ
シ
ャ
ー
千
葉
県
野

【
引
用
文
献
】

｜
柏
村
祐
司
、
一
九
九
三
、
「
栃
木
県
の
歩
射
に
つ
い
て
」
、
『
下
野
民
俗
論

た
。
宮
本
は
、
八
幡
塚
村
の
北
町
・
南
町
・
仲
町
に
、
出
村
と
子
ノ
神
を

含
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
番
は
出
村
と
子
ノ
神
が
一
つ
に
な
り
、
四
つ
の

組
で
順
送
り
に
つ
と
め
て
い
た
と
い
う
（
長
島
、
一
九
七
五
、
一
九
頁
）
。

（
喝
）
長
島
保
、
一
九
七
五
、
「
多
摩
川
筋
の
歩
射
行
事
」
、
『
市
誌
』
第

三
号
、
大
田
区
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
七
’
一
九
頁
。

（
岨
）
中
村
亮
雄
、
一
九
六
六
、
「
川
崎
市
内
の
的
祭
」
『
川
崎
市
文
化
財
調

査
集
録
』
第
二
集
、
川
崎
市
教
育
委
員
会
、
五
九
’
六
五
頁
。

（
別
）
中
村
、
同
書
、
六
五
六
九
頁
。

（
別
）
永
田
衡
吉
、
一
九
六
六
、
『
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌
』
、
神
奈
川
県
教

育

委

員

会

、

二

’

一

二

頁

。

（
躯
）
永
田
、
同
書
、
七
‐
八
頁
。

（
鱒
）
筆
者
調
査
。
西
小
磯
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
関
し
て
は
、
永
田
（
一
九
六

六
）
の
報
告
や
和
田
正
洲
氏
の
論
考
（
一
九
九
二
、
白
岩
神
社
の
「
座
」

と
的
祭
り
、
「
大
磯
町
史
研
究
』
創
刊
号
、
四
一
’
五
二
頁
）
も
あ
る
。

（
別
）
永
田
、
同
書
、
一
○
’
二
頁
。

田
市
本

第
三
号
、

大
田
区
史
編
さ
ん
委
員
会

・
永
田
衡
吉
、
一
九
六
六
、
『
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌
』
、
神
奈
川
県
教
育
委

員

会

・
中
村
亮
雄
、
一
九
六
六
、
「
川
崎
市
内
の
的
祭
」

『
川
崎
市
文
化
財
調
査
集
録
』
第
二
集
、
川
崎
市
教
育
委
員
会

。
同
、
一
九
六
九
、
「
中
丸
子
の
オ
ビ
シ
ャ
に
つ
い
て
」
、
『
川
崎
市

文
化
財
調
査
集
録
』
第
五
集
、
川
崎
市
教
育
委
員
会

・
萩
原
法
子
、
一
九
九
三
、
「
弓
行
事
の
原
初
的
意
味
を
さ
ぐ
る
’
三
本
足

の
烏
の
的
を
中
心
に
ｌ
」
、
「
日
本
民
俗
学
』
第
一
九
三
号
、
日
本
民
俗
学

今

云

・
埼
玉
県
立
民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー
編
、
一
九
九
四
、
『
埼
玉
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
』
、

埼
玉
県
教
育
委
員
会

・
流
山
市
立
博
物
館
編
、
一
九
八
四
、
『
流
山
の
お
び
し
ゃ
と
祭
り
』
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